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第５０号 

三郷区 

 地域協議会では、令和４年２月３日付けで市から「次期財政

計画に三郷地区公民館の建て替えを登載する」旨の回答があっ

たことを受け、地域活性化につながる新しい三郷地区公民館の

在り方について、意見書の提出を目指して協議してきました。 

 ９月２６日に開催された第７回地域協議会で意見書の最終

案について協議し、取りまとめ、９月３０日付けで市に提出し

ました。意見書の主な内容は、以下のとおりです。 

▶ 自主的審議 新しい三郷地区公民館の在り方に関する意見書を提出・・・１頁 

▶ 報告 地域協議会の審議状況・・・２頁 

南部まちづくりセンター 〒943-0892 上越市寺町 2丁目 20番 1号 
（上越市福祉交流プラザ 3階） TEL：025-522-8831  

新しい三郷地区公民館の在り方を提案 

【意見書の要旨】 

○新しい公民館が地域活性化につながる地域コミュニティーの拠点となるよう、施設の整

備を進めるにあたり、以下の事項を十分に反映するよう要望する。 
 

１ あらゆる世代が交流できる公民館とする 

 ・１階に誰でも気軽に集まり、打合せや勉強ができるフリースペースを配置する 

 ・子どもが楽しめるキッズスペースを設ける 

 ・飲食や喫茶等ができる施設とする など 

２ 幅広い活動を支援できる公民館とする 

 ・多目的室、十分な広さの調理室を設置する 

 ・フリーWi-Fi の導入によりインターネット環境を整備する 

 ・テレワークなど、一人でも利用できる場所を設ける など 

３ 高齢者や障害者に配慮したバリアフリーの公民館とする 

 ・車椅子でも入りやすいよう出入口に段差をなくし、玄関を広くする 

 ・玄関や通路等の手すりを充実させる 

 ・十分なスペースを確保した駐車場とする など 

自主的審議 市に意見書を提出 

▲現在の三郷地区公民館 
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地域活性化につながる新しい三郷地区公民館の在り方 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三郷区の郷土芸能 無形文化財「春駒」の伝承 

①【理想の公民館について協議】 

公民館が新築されるとの市の回答を受け、新しい公民

館がどんな施設になったらよいか、委員間で意見やアイ

デアを出し合い、まとめました。 

②【地域住民への要望調査】 

６月から７月にかけ、委員が各自の町内の住民を対象

に、新しい公民館への要望について聞き取りやアンケー

ト調査を行いました。 

【三郷まちづくり振興会と連携】 

長年にわたり三郷区に伝わってきた郷土芸能「春駒」は、

現在、踊ることができる人が数人しかおらず、伝承が厳しい

状況となっています。 

これを受け、三郷まちづくり振興会が実行委員会をつく

り、市の地域活動支援事業を活用して「春駒」の踊りを映像

で記録しました。完成した DVDは、今後、伝承のきっかけと

するため、上映会で披露するとともに、三郷区内の町内会や

小学校に配付する予定としています。 

自主的審議 

③【市への意見書の作成・提出】 

①、②で得た意見を始め、昨年に公民館の利用団体へ行ったアンケート調査結果も踏ま

え、市への意見書を作成・提出しました。意見書の主な内容は、１頁に記載しています。 

 

▲話し合いの様子 

▲三郷小で児童に踊りを伝授 

諮問事項 

９月２６日開催の第７回地域協議会では、諮問事項について話し合い、市長への答申の

内容を審議しました。 

市からは「新市建設計画の終期を令和４年度から令和１１年度まで７年間延長するほ

か、統計データの時点修正を行う。現時点では三郷区内で合併特例債を活用する事業はな

い」との説明がありました。 

【諮問第６号】新市建設計画の変更について 

◆諮問内容 

 新市建設計画に登載した事業で、令和５年度以降に合併特例債の活用が見込

まれるものがあることを受け、新市建設計画の変更を行うに当たり、三郷区の

住民の生活に及ぼす影響という観点から、意見を求めるもの。 

◆市長への答申 

 地域住民の生活に支障はないものと認めます。 

 


